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(57)【要約】
【課題】　簡易な構成で、細い管内からも調査機器を挿
入できる管内調査機器挿入具の提供。
【解決手段】　内視鏡４１のケーブル４３が通される挿
入具本体４５と、挿入具本体４５の下端部に回動可能に
設けられる案内部材４７と、分水栓本体７に着脱可能に
取り付けられ、挿入具本体４５が水密状態で上下動可能
に設けられる取付部材４９とを備える。内視鏡本体５１
が案内部材４７の下方へ配置された状態では、内視鏡本
体５１、案内部材４７および挿入具本体４５は上下方向
に沿って配置され、この状態で挿入具本体４５が下方へ
押し込まれる。内視鏡本体５１を少し上方へ引き上げる
ことで、内視鏡本体５１が案内部材４７の上端部７１ｂ
，７５ｂに当接して案内部材４７は傾斜し、挿入具本体
４５をさらに押し込むと案内部材４７は管底に当接して
展開する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管内への調査機器の挿入具であって、
　調査機器本体からのケーブルが通される挿入具本体と、
　この挿入具本体の下端部に回動可能に設けられ、垂下した状態では、挿入具本体より下
方へ延出する案内部材とを備え、
　前記案内部材より下方に配置しておいた調査機器本体を、前記ケーブルを介して前記挿
入具本体に対し上方へ引き上げることで調査機器本体により案内部材を前記挿入具本体に
対して傾斜させる
　ことを特徴とする管内調査機器挿入具。
【請求項２】
　管内への調査機器の挿入具であって、
　調査機器本体からのケーブルが通される筒状とされ、その下端部の周側壁が切り欠かれ
た挿入具本体と、
　この挿入具本体の下端部に回動可能に保持され、垂下した状態では、挿入具本体より下
方へ延出する案内部材とを備え、
　この案内部材は、垂下した状態で少なくとも一部が切欠き側へ突出していると共に、下
端部が切欠き側へ回動可能とされる
　ことを特徴とする管内調査機器挿入具。
【請求項３】
　管内への調査機器の挿入具であって、
　調査機器本体からのケーブルが通される円筒状とされ、その下端部は周側壁が切り欠か
れて溝状とされた挿入具本体と、
　前記ケーブルが通されるコ字状溝を有し、前記挿入具本体の溝状の下端部に中途が支軸
を介して回動可能に保持され、垂下した状態では、挿入具本体より下方へ延出する案内部
材とを備え、
　前記案内部材の上端部は、前記切欠きへ突出しており、案内部材より下方に配置してお
いた調査機器本体が、前記挿入具本体に対し上方へ引き上げられることで、調査機器本体
が案内部材の上端部に当接して案内部材の下端部は前記支軸まわりに切欠き側へ移動して
傾斜し、この傾斜した状態においても案内部材は挿入具本体より下方へ延出している
　ことを特徴とする管内調査機器挿入具。
【請求項４】
　横管から上方へ向けて分岐する縦管部に取り付けられる筒状の取付部材をさらに備え、
　前記挿入具本体は、前記取付部材の上部において前記取付部材との隙間が封止されて、
前記取付部材に対して上下に進退可能に設けられ、
　前記ケーブルは、前記挿入具本体の上部において前記挿入具本体との隙間が封止されて
、前記挿入具本体に対して進退可能とされる
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれかに記載の管内調査機器挿入具。
【請求項５】
　前記取付部材には、フランジが設けられており、このフランジを介して取付部材は縦管
部に取り付けられる
　ことを特徴とする請求項４に記載の管内調査機器挿入具。
【請求項６】
　前記取付部材には、アダプタが着脱可能に設けられており、このアダプタを介して縦管
部に取付部材が取り付けられる
　ことを特徴とする請求項４に記載の管内調査機器挿入具。
【請求項７】
　前記アダプタの下端部には、フランジが設けられており、このフランジを介して取付部
材は縦管部に取り付けられる
　ことを特徴とする請求項６に記載の管内調査機器挿入具。
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【請求項８】
　前記挿入具本体と前記フランジとは偏心している
　ことを特徴とする請求項５または請求項７に記載の管内調査機器挿入具。
【請求項９】
　前記案内部材は、垂下した状態において、前記挿入具本体の外径内に収まるよう挿入具
本体に設けられており、
　前記挿入具本体の外径は、調査機器本体の外径以下である
　ことを特徴とする請求項３から請求項８までのいずれかに記載の管内調査機器挿入具。
【請求項１０】
　前記調査機器は、調査機器本体がカメラを内蔵した内視鏡とされる
　ことを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれかに記載の管内調査機器挿入具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種管内を調査するために、管内へ調査用機器を送り込むのに用いられる挿
入具に関し、特に上水道配水管内に不断水で内視鏡を送り込むための内視鏡挿入具に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　本件発明者は、先に、下記特許文献１に開示されるように、縦管部から横管部（配水管
）内へ内視鏡を送り込むための内視鏡挿入器を提案している。この特許文献１に記載の発
明によれば、不断水で縦管部から横管部内へ内視鏡を送り込み配水管内の調査を行うこと
ができる。
【特許文献１】特許第３７０４１０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来技術では、内視鏡本体（３３）より大径なカメラガイド（３１）を
縦管部に通す必要があり、縦管部が小径な場合、配水管内に内視鏡を送り込むことができ
ない場合がある。なお、上記括弧書きの数字は、特許文献１中における符号を示す。
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、簡易な構成で、管内に内視鏡などを挿入することが
でき、かつ、コンパクト化が可能な管内調査機器挿入具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、請求項１に記載の発明は、
管内への調査機器の挿入具であって、調査機器本体からのケーブルが通される挿入具本体
と、この挿入具本体の下端部に回動可能に設けられ、垂下した状態では、挿入具本体より
下方へ延出する案内部材とを備え、前記案内部材より下方に配置しておいた調査機器本体
を、前記ケーブルを介して前記挿入具本体に対し上方へ引き上げることで調査機器本体に
より案内部材を前記挿入具本体に対して傾斜させることを特徴とする管内調査機器挿入具
である。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、管内への調査機器の挿入具であって、調査機器本体からのケ
ーブルが通される筒状とされ、その下端部の周側壁が切り欠かれた挿入具本体と、この挿
入具本体の下端部に回動可能に保持され、垂下した状態では、挿入具本体より下方へ延出
する案内部材とを備え、この案内部材は、垂下した状態で少なくとも一部が切欠き側へ突
出していると共に、下端部が切欠き側へ回動可能とされることを特徴とする管内調査機器
挿入具である。
【０００７】



(4) JP 2008-220462 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

　請求項３に記載の発明は、管内への調査機器の挿入具であって、調査機器本体からのケ
ーブルが通される円筒状とされ、その下端部は周側壁が切り欠かれて溝状とされた挿入具
本体と、前記ケーブルが通されるコ字状溝を有し、前記挿入具本体の溝状の下端部に中途
が支軸を介して回動可能に保持され、垂下した状態では、挿入具本体より下方へ延出する
案内部材とを備え、前記案内部材の上端部は、前記切欠きへ突出しており、案内部材より
下方に配置しておいた調査機器本体が、前記挿入具本体に対し上方へ引き上げられること
で、調査機器本体が案内部材の上端部に当接して案内部材の下端部は前記支軸まわりに切
欠き側へ移動して傾斜し、この傾斜した状態においても案内部材は挿入具本体より下方へ
延出していることを特徴とする管内調査機器挿入具である。
　なお、案内部材のコ字状溝には、Ｃ字状やＵ字状の溝が含まれる。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、横管から上方へ向けて分岐する縦管部に取り付けられる筒状
の取付部材をさらに備え、前記挿入具本体は、前記取付部材の上部において前記取付部材
との隙間が封止されて、前記取付部材に対して上下に進退可能に設けられ、前記ケーブル
は、前記挿入具本体の上部において前記挿入具本体との隙間が封止されて、前記挿入具本
体に対して進退可能とされることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれかに記
載の管内調査機器挿入具である。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、前記取付部材には、フランジが設けられており、このフラン
ジを介して取付部材は縦管部に取り付けられることを特徴とする請求項４に記載の管内調
査機器挿入具である。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、前記取付部材には、アダプタが着脱可能に設けられており、
このアダプタを介して縦管部に取付部材が取り付けられることを特徴とする請求項４に記
載の管内調査機器挿入具である。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、前記アダプタの下端部には、フランジが設けられており、こ
のフランジを介して取付部材は縦管部に取り付けられることを特徴とする請求項６に記載
の管内調査機器挿入具である。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、前記挿入具本体と前記フランジとは偏心していることを特徴
とする請求項５または請求項７に記載の管内調査機器挿入具である。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、前記案内部材は、垂下した状態において、前記挿入具本体の
外径内に収まるよう挿入具本体に設けられており、前記挿入具本体の外径は、調査機器本
体の外径以下であることを特徴とする請求項３から請求項８までのいずれかに記載の管内
調査機器挿入具である。
【００１４】
　さらに、請求項１０に記載の発明は、前記調査機器は、調査機器本体がカメラを内蔵し
た内視鏡とされることを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれかに記載の管内調
査機器挿入具である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の管内調査機器挿入具によれば、簡易な構成で管内に調査機器を挿入することが
でき、しかもコンパクト化が可能とされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の管内調査機器挿入具について、図面に基づき更に詳細に説明する。
　本実施例の挿入具は、各種の気体や液体が通される管内に調査機器を送り込むのに用い
ることが可能であるが、以下においては、上水道配水管内の状況を調査するために、配水
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管を断水することなく配水管内に内視鏡を送り込むのに使用される場合について説明する
。
【００１７】
　本実施例の挿入具は、分水栓、補修弁または消火栓などの縦管部から配水管内へ内視鏡
を送り込む際に使用される。ここでは、本実施例の挿入具を使用してサドル分水栓から内
視鏡を送り込む場合について説明する。
【００１８】
　図１は、配水管にサドル分水栓が取り付けられた状態を示す図であり、（ａ）は正面図
、（ｂ）は左側断面図である。
【００１９】
　サドル分水栓は、横管からなる上水道配水管１の水を各家庭などに供給するために、配
水管１の中途に適宜設けられている。サドル分水栓３は、弁体５が収容された分水栓本体
７と、この分水栓本体７を配水管１に固定するための留具９とを備える。
【００２０】
　分水栓本体７には、上下方向に沿って縦管部とされる第一管路１１が設けられると共に
、この第一管路１１の中途から水平に分岐して第二管路１３が設けられている。
【００２１】
　第一管路１１の上端部には外周面にネジ１５が形成されており、このネジ部１５には通
常、キャップ１７がねじ込まれて開口が閉鎖されている。第二管路１３には、パイプ１９
が接続されて、このパイプ１９を介して家庭などに配水管１からの水が供給される。
【００２２】
　分水栓本体７の内部には、第一管路１１と第二管路１３の分岐部分に、球状の弁体５が
配置されている。この弁体５には、直径方向に沿って第一流路２１が形成されていると共
に、この第一流路２１の中途から第一流路２１に直交して第二流路２３が形成されている
。つまり、弁体５には、第一流路２１および第二流路２３からなるＴ字状の流路が形成さ
れている。なお、弁体５の第一流路２１の直径は、第一管路１１の直径と対応している。
そして、この弁体５は、分水栓本体７に設けられた操作部２５を操作することで回転する
。
【００２３】
　留具９は、一対の略半円弧形のバンド２７，２９を有し、各バンド２７，２９の両端部
２７ａ，２９ａは、径方向外側へ延出している。この留具９の一方のバンド２７の中央部
に分水栓本体７が設けられている。配水管１の外周面を挟み込むように、分水栓本体７が
設けられた一方のバンド２７が上側に配置され、他方のバンド２９が下側に配置され、各
バンド２７，２９の各延出部２７ａ，２９ａ同士がボルト・ナット３１により固定されて
、配水管１にサドル分水栓３が固定される。
　なお、上側のバンド２７および配水管１には、分水栓本体７の第一管路１１に連通する
ようにそれぞれ貫通穴３３，３５が同軸上に形成されている。
【００２４】
　このような構成のサドル分水栓３は、操作部２５により弁体５を回転させて、弁体５の
第一流路２１が上下方向に沿うように配置されることで、配水管１からの水が分水栓本体
７の第一管路１１内に流入する。そして、弁体５の第一流路２１および第二流路２３を介
して分水栓本体７の第二管路１３に流入して各家庭などに水が供給される。
　また、この状態から操作部２５を操作して、弁体５を回転させることで、弁体５が第一
管路１１を塞ぎ、配水管１からの水が止められる（図２）。
【００２５】
　図２は、本発明の挿入具の一実施例を示す正面視縦断面図であり、サドル分水栓に取り
付けられる状態を示す図である。図３は、案内部材が設けられた挿入具本体の下端部を示
す斜視図であり、（ａ）は案内部材が垂下した状態を示す図、（ｂ）は案内部材が最大限
に展開した状態を示す図である。また、図４は、案内部材が設けられた挿入具本体の下端
部を示す正面図であり、図５は図４の断面図である。
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【００２６】
　本実施例の挿入具は、内視鏡４１のケーブル４３が通される挿入具本体４５と、この挿
入具本体４５の下端部に回動可能に設けられる案内部材４７と、分水栓本体７に着脱可能
に取り付けられ、挿入具本体４５が水密状態で上下動可能に設けられる取付部材４９とを
備える。
【００２７】
　挿入具本体４５は、細長い筒形状とされ、本実施例では、金属製の円筒形状とされる。
この挿入具本体４５の内部に、内視鏡４１のケーブル４３が通される。本実施例では、内
視鏡本体５１は、略円柱形状とされ、その中央内部にカメラヘッドが搭載されており、こ
のカメラヘッドを囲うように複数の照明用のＬＥＤが設けられた構成とされている。
　そして、本実施例では、挿入具本体４５の外径は、内視鏡本体５１の外径以下とされる
。また、内視鏡４１のケーブル４３は、可撓性を有すると共に、比較的剛性を有したもの
とされている。
【００２８】
　挿入具本体４５の上端部には、パッキンボックス５３が設けられており、このパッキン
ボックス５３を介して内視鏡４１のケーブル４３が挿入具本体４５に挿通され、ケーブル
４３は挿入具本体４５に対して水密状態で進退可能とされる。パッキンボックス５３は、
段付き円柱形状とされ、その小径部５５が挿入具本体４５の上端部にはめ込まれて固定さ
れている。
【００２９】
　パッキンボックス５３には、軸方向に沿って段付き穴が貫通して形成されている。
　段付き穴の内、下側の小径穴５７は、ケーブル４３の外径に対応しており、上側の大径
穴５９内にはパッキン６１が配置されている。
【００３０】
　本実施例のパッキン６１は、複数のシール材６３により構成される。各シール材６３は
、同一形状とされ、それぞれ合成樹脂により形成されている。また、各シール材６３は、
Ｖ字形状断面で円環状に形成されており、その中央の穴に内視鏡４１のケーブル４３が通
される。各シール材６３には周方向の一部に、斜めに切込みが入れられて切断されており
、この切込みを利用して、ケーブル４３の外周面から各シール材６３の着脱が可能とされ
る。
【００３１】
　各シール材６３は、そのＶ字形状の開口を下方へ向けて重ね合わされる。このように、
重ね合わされたシール材６３は、全体として円筒形状とされ、パッキンボックス５３の大
径穴５９内に収容される。そして、シール材６３の中央穴にケーブル４３が差し込まれた
状態で、パッキンボックス５３に配置される段付き円筒状のパッキン押え６５にて、シー
ル材６３が位置決めされ保持される。その状態では、パッキンボックス５３の内周面と内
視鏡４１のケーブル４３の外周面との間が水密状態に維持され、しかもパッキンボックス
５３に対してケーブル４３が上下に進退可能である。なお、パッキン押え６５は、パッキ
ンボックス５３にボルト（不図示）により固定される。
【００３２】
　また、挿入具本体４５内には、円筒状のガイド６７が設けられており、このガイド６７
の中央穴にケーブル４３が通されることで、ケーブル４３は挿入具本体４５の中心を通る
よう配置される。
【００３３】
　挿入具本体４５の下端部には、下方へ開口する矩形状の切欠き部６９が形成されている
。具体的には、挿入具本体４５の下端部には、図２、図４および図５において、その周側
壁の右部分が上下方向に沿って切り欠かれて切欠き部６９が形成されている。これにより
、挿入具本体４５の下端部は、横断面略Ｃ字形の溝状に形成されている。また、挿入具本
体４５の下端部には、切欠き部６９に対向する位置に、矩形状の貫通穴７０が形成されて
いる。
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【００３４】
　案内部材４７は、三枚の矩形状の板片７１，７３，７５が連接されてなる断面略コ字形
材とされる。案内部材４７のコ字状溝７７の幅は、内視鏡４１のケーブル４３に対応して
おり、内視鏡本体５１より小さい。案内部材４７は、挿入具本体４５の下端部に配置され
てピン７９により挿入具本体４５に回動可能に取り付けられる。
【００３５】
　具体的には、案内部材４７は、そのコ字状溝７７を右側へ向けた状態で挿入具本体４５
の下端部の溝８１内に配置され、前後方向に沿ってはめ込まれるピン７９により挿入具本
体４５に回動可能に保持される。
【００３６】
　このように挿入具本体４５に取り付けられた案内部材４７は、垂下した状態において、
挿入具本体４５の下端部より下方へ延出している。また、案内部材４７は、垂下した状態
においてそのコ字状溝７７が上下方向に沿って配置されている。
【００３７】
　案内部材４７の開放両端片７１，７５は、中央片７３より上下方向へ延出していると共
に、その右側端縁７１ａ，７５ａは、中央部が凹んだ緩やかな円弧状に形成されている。
　そして、案内部材４７は、図４および図５に示すように、垂下した状態において、その
開放両端片７１，７５の上端部７１ｂ，７５ｂが、挿入具本体４５の溝状の周側壁から切
欠き側へ若干突出している。つまり、案内部材４７の上端部７１ｂ，７５ｂは、挿入具本
体４５の溝８１から右側へ突出している。
　なお、開放両端片７１，７５の上端部の左側端縁７１ｃ，７５ｃは、円弧状に形成され
ている。また、開放両端片７１，７５の下端部７１ｄ，７５ｄは、中央片７３の下端縁か
ら略三角形状に下方へ突出した形状とされる。
【００３８】
　本実施例では、案内部材４７が垂下した状態において、案内部材４７の上端部と、挿入
具本体４５の切欠き部６９の上端縁との間隔ｘは、内視鏡本体５１の軸方向の寸法より小
さく設定されている。
　また、案内部材４７は、垂下した状態において、平面視で挿入具本体４５の外径内に収
まるよう配置されている。つまり、案内部材４７は、垂下した状態において、挿入具本体
４５の外周面から径方向外側へ突出することがないよう設けられている。
【００３９】
　このように案内部材４７が取り付けられた挿入具本体４５は、取付部材４９に水密状態
で進退可能に保持される。取付部材４９は、円筒形状とされ、その軸方向中途には水平に
延出する分岐管８３が一体的に設けられている。本実施例では、取付部材４９の下端部に
アダプタ８５が着脱可能に設けられており、このアダプタ８５を介して取付部材４９がサ
ドル分水栓３に取り付けられる。
【００４０】
　アダプタ８５は、円柱形状とされ、上端部および下端部にはそれぞれネジ穴８７，８９
が形成されている。また、アダプタ８５には、ネジ穴８７，８９同士を連通するように軸
方向に沿って穴９１が形成されている。この連通穴９１は各ネジ穴８７，８９より若干小
径とされると共に、内視鏡本体５１より大径とされている。
【００４１】
　アダプタ８５は、その上端部のネジ穴８７に取付部材４９の下端部がねじ込まれて取付
部材４９に固定される。この際、アダプタ８５の上端部のネジ穴８７の底部には円環状の
パッキン９３が設けられている。
【００４２】
　取付部材４９の上端部には、パッキンボックス９５が設けられている。本実施例では、
パッキンボックス９５は、取付部材４９より大径な円柱形状とされる。パッキンボックス
９５の下端部には円形の凹部９７が形成されており、この凹部９７に取付部材４９の上端
部がはめ込まれて取付部材４９に固定されている。
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【００４３】
　また、パッキンボックス９５には、軸方向に沿って段付き穴が貫通して形成されている
。段付き穴の内、下側の小径穴９９は挿入具本体４５の外径に対応しており、上側の大径
穴１０１にはパッキン１０３が収容されている。
【００４４】
　このパッキン１０３は、前記パッキン６１と同様の構成であり、複数のシール材１０５
により構成される。つまり、各シール材１０５は、同一形状とされ、それぞれ合成樹脂に
より形成されている。また、各シール材１０５は、Ｖ字形状断面で円環状に形成されてお
り、その中央の穴に挿入具本体４５が通される。各シール材１０５には周方向の一部に、
斜めに切込みが入れられて切断されており、この切込みを利用して、挿入具本体４５の外
周面から各シール材１０５の着脱が可能とされる。
【００４５】
　各シール材１０５は、そのＶ字形状の開口を下方へ向けて重ね合わされる。このように
、重ね合わされたシール材１０５は、全体として円筒形状とされ、パッキンボックス９５
の大径穴１０１に収容される。そして、シール材１０５の中央穴に挿入具本体４５が差し
込まれた状態で、パッキンボックス９５に配置される段付き円筒状のパッキン押え１０７
にて、シール材１０５が位置決めされ保持される。その状態では、パッキンボックス９５
の内周面と挿入具本体４５の外周面との間が水密状態に維持され、しかもパッキンボック
ス９５に対して挿入具本体４５が上下に進退可能である。なお、パッキン押え１０７は、
パッキンボックス９５にボルト（不図示）により固定される。
【００４６】
　取付部材４９に挿入具本体４５が通された状態では、図２に示すように、内視鏡本体５
１は、案内部材４７より下方に配置される。この際、内視鏡４１のケーブル４３は、案内
部材４７のコ字状溝７７に通されており、挿入具本体４５、案内部材４７および内視鏡本
体５１は、上下方向に沿って略同一軸線上に配置されている。
　また、挿入具本体４５が引き上げられて、内視鏡本体５１や案内部材４７が取付部材４
９内に収容された状態では、内視鏡本体５１や案内部材４７はアダプタ８５から下方へ延
出しない。
【００４７】
　内視鏡４１のケーブル４３は、挿入具本体４５外部においてドラムに巻かれており、そ
の端部には、内視鏡本体５１からの映像を映し出すモニタ（不図示）が設けられている。
　なお、各部材および管の寸法は特に問わないが、本実施例では、内視鏡本体５１の軸方
向の寸法が約３５ｍｍ、外径が約１６ｍｍとされ、ケーブル４３の外径は約７ｍｍとされ
る。さらに、本実施例では、サドル分水栓３の縦管部１１の内径は２０ｍｍや２５ｍｍと
され、配水管の内径が７５ｍｍ以上とされる。
【００４８】
　次に、本実施例の管内調査機器挿入具により、内視鏡４１を配水管１内に送る手順につ
いて説明する。
　図６は、本実施例の挿入具がサドル分水栓に取り付けられ、挿入具本体が若干押し込ま
れた状態を示す正面視縦断面図である。
【００４９】
　まず、図２に示すように、サドル分水栓３の弁体５を閉じて止水し、キャップ１７を取
り外す。そして、図６に示すように、取付部材４９をサドル分水栓３にねじ込んで固定す
る。具体的には、サドル分水栓３のネジ１５にアダプタ８５の下端部のネジ穴８９をねじ
込んで固定する。この際、アダプタ８５の下端部のネジ穴８９には、円環状のパッキン１
０９が配置されている。また、取付部材４９の分岐管８３には、適宜レバー式の開閉弁（
不図示）などを介してホース１１１や管が接続される。
【００５０】
　取付部材４９をサドル分水栓３に固定した後、サドル分水栓３の弁体５を開ける。これ
により、サドル分水栓３を介して取付部材４９および挿入具本体４５内に水が進入する。
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　挿入具本体４５と内視鏡４１のケーブル４３との間、および取付部材４９と挿入具本体
４５との間は、パッキン６１，１０３によりそれぞれ封止されていることで、外部に対す
る水密性が維持され、水が外部に漏れ出ることはない。
【００５１】
　そして、サドル分水栓３を開けた状態で、挿入具本体４５を取付部材４９に対して下方
へ押し込んでいく。この際、内視鏡本体５１が案内部材４７や挿入具本体４５より先行す
るように、挿入具本体４５と共に内視鏡４１のケーブル４３も下方へ押し込んでいく。
【００５２】
　なお、内視鏡４１を配水管１の下流側（図６において右側）へ送り込みたい場合には、
案内部材４７のコ字状溝７７を右側へ向けた状態で挿入具本体４５を取付部材４９に対し
てまっすぐに押し込んでいけばよい。
【００５３】
　挿入具本体４５および内視鏡４１のケーブル４３を押し込んでいくことで、図６に示す
ように、内視鏡本体５１、案内部材４７および挿入具本体４５は、サドル分水栓３の第一
管路１１および弁体５の第一流路２１を通って配水管１内へ進入する。
【００５４】
　図７は、内視鏡のケーブルを少し引き上げ、案内部材が傾斜した状態を示す図である。
【００５５】
　挿入具本体４５および内視鏡４１のケーブル４３を押し込んでいき、モニタにより内視
鏡本体５１が管底に近づいたことを確認したら、挿入具本体４５に対して内視鏡４１のケ
ーブル４３を少し引き上げる。これにより、内視鏡本体５１は、案内部材４７の開放両端
片７１，７５の右側端縁７１ａ，７５ａに沿って上方へ移動し、案内部材４７の上端部７
１ｂ，７５ｂに当接する。
　内視鏡本体５１が案内部材４７の上端部７１ｂ，７５ｂに当接することで、案内部材４
７は、ピン７９回りに回動し、その下端部が右側へ移動して若干傾斜した状態となる。
【００５６】
　このように、内視鏡本体５１が案内部材４７の上端部７１ｂ，７５ｂに当接した状態で
は、案内部材４７は傾斜した状態が維持される。
　なお、案内部材４７の上端部７１ｂ，７５ｂと、挿入具本体４５の切欠き部６９の上端
縁との間隔ｘが、内視鏡本体５１の軸寸法より小さいことで、挿入具本体４５に対してケ
ーブル４３が最も引き上げられた状態においても内視鏡本体５１は案内部材４７の上端部
７１ｂ，７５ｂに当接する。
【００５７】
　また、内視鏡本体５１が案内部材４７の上端部７１ｂ，７５ｂに当接して、案内部材４
７が若干傾斜した状態においても、案内部材４７は挿入具本体４５の下端部より下方へ延
出している。このように、案内部材４７が傾斜した状態で、再び挿入具本体４５および内
視鏡４１のケーブル４３を下方へ押し込む。
【００５８】
　図８は、挿入具本体が配水管の管底に到達した状態を示す図である。
【００５９】
　図７に示すように、案内部材４７を傾斜させた状態で、挿入具本体４５および内視鏡４
１のケーブル４３をさらに下方へ押し込むと、案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄが管
底に接触する。
　案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄが管底に接触した後、さらに、挿入具本体４５お
よびケーブル４３を下方へ押し込むと、図８に示すように、案内部材４７はさらに回動し
て展開し、案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄが管底に接地した状態で挿入具本体４５
の下端部が管底に到達する。なお、案内部材４７は、展開する際、その上端部７１ｂ，７
５ｂが挿入具本体４５の貫通穴７０に突入する。
【００６０】
　このように、挿入具本体４５の下端部が管底に到達した状態で、挿入具本体４５の上下
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動を規制する。たとえば、挿入具本体４５の下端部が管底に到達した状態において、挿入
具本体４５に二つ割り可能なリング状の支持部材１１３を取り付けて挿入具本体４５に固
定し、この支持部材１１３をパッキン押え１０７またはパッキンボックス９５にボルト（
不図示）で固定すればよい。
【００６１】
　挿入具本体４５の上下動を規制した状態で、内視鏡本体５１の映像を見ながらケーブル
４３を操作して、内視鏡本体５１を配水管１の管路に沿って進行させればよい。内視鏡本
体５１からの映像は、モニタに映し出され、配水管１内の状況を確認することができる。
また、録画機器を接続することで、映像を保存することも可能となる。
【００６２】
　配水管１の下流側の調査が終了したなら、挿入具本体４５の上下動の規制を解除し、挿
入具本体４５および内視鏡４１を取付部材４９内まで引き上げてサドル分水栓３の弁体５
を閉じればよい。この際、挿入具本体４５および案内部材４７を内視鏡本体５１より先に
引き上げ、最後に内視鏡本体５１が取付部材４９内に収容されるようにすることで、挿入
する場合と同様に、案内部材４７が挿入具本体４５に対して垂下した状態で、サドル分水
栓３の第一管路１１および弁体５の第一流路２１を通過することができる。
【００６３】
　なお、配水管１の下流側の調査終了後、挿入具本体４５および内視鏡４１を若干引き上
げ、挿入具本体４５を１８０度回転させて、続けて上流側の調査を行うようにしてもよい
。
【００６４】
　本実施例では、挿入具本体４５が内視鏡本体５１の外径以下とされ、かつ、案内部材４
７が垂下した状態では、案内部材４７は挿入具本体４５の外径内に収まるよう設けられて
いることで、内視鏡本体５１が入る大きさの径の穴があれば管内に内視鏡を挿入すること
が可能である。
【００６５】
　また、アダプタ８５の下端部のネジ穴８９の径が異なるものを用意することで、径の異
なるサドル分水栓に対応することができる。
【００６６】
　本実施例の挿入具は、アダプタ８５の形状や、取付部材４９の下端部の形状などを変更
することで、サドル分水栓の場合と同様に、各種補修弁、消火栓またはうず巻式フランジ
付きＴ字管などの縦管部から内視鏡を配水管内へ送り込むことができる。
【００６７】
　次に、本実施例の挿入具を使用してボール式補修弁から配水管内へ内視鏡を送り込む場
合について説明する。
　図９は、本実施例の挿入具によりボール式補修弁から内視鏡を配水管内へ送り込んでい
る状態を示す図である。
【００６８】
　配水管１の中途には、適宜、上方へ分岐して縦管１１５が設けられている。この縦管１
１５には、たとえばボール式補修弁１１７などを介して消火栓が接続されている。
【００６９】
　ボール式補修弁１１７は、図９に示すように、弁箱１１９に上下方向に貫通して管路１
２１が設けられ、その管路１２１の中途にはボール１２３が回転可能に配置されてなる。
このボール１２３には、直径方向に貫通穴１２５が形成されている。この貫通穴１２５の
直径は、前記管路１２１の直径と対応している。このような構成であるから、ボール１２
３を開閉操作するレバー１２７によりボール１２３の貫通穴１２５の向きを弁箱１１９の
管路１２１に沿って上下方向に配置するか（図９）、あるいは管路１２１と垂直な横方向
に配置するかにより、ボール式補修弁１１７の開閉が可能とされる。
【００７０】
　ボール式補修弁１１７の弁箱１１９には、その上下両端部にそれぞれ、フランジ１２９
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，１３１が形成されている。下側のフランジ１３１は、縦管１１５の上端部のフランジ１
３３に接続される。一方、上側のフランジ１２９は、本実施例の挿入具の設置前は、消火
栓（不図示）に接続されている。
【００７１】
　このような構成のボール式補修弁１１７に取り付けられる本実施例の挿入具は、図９に
示すように、アダプタ８５の下端部にフランジ１３５が設けられている。なお、挿入具本
体４５や案内部材４７などの構成は上記と同じである。
　本実施例の挿入具をボール式補修弁１１７に取り付ける場合、ボール式補修弁１１７を
閉じて、消火栓を取り外し、挿入具をボール式補修弁１１７に載せ置く。そして、ボール
式補修弁１１７の弁箱１１９の上側のフランジ１２９と、アダプタ８５のフランジ１３５
とをボルト・ナット１３７で固定すればよい。このように、ボール式補修弁１１７に挿入
具を固定した状態で、ボール式補修弁１１７を開き、上記と同様に、挿入具本体４５と内
視鏡４１を下方へ押し込んでいくことで、配水管１内へ内視鏡４１を送り込むことができ
る。
【００７２】
　次に、本実施例の挿入具を使用してバタフライ式補修弁から配水管内へ内視鏡を送り込
む場合について説明する。
【００７３】
　図１０は、本実施例の挿入具によりバタフライ式補修弁から内視鏡を配水管内へ送り込
んでいる状態を示す図である。
【００７４】
　バタフライ式補修弁１３９は、図１０に示すように、弁箱１４１に上下方向に貫通して
管路１４３が設けられ、その管路１４３の中途に円板状の弁体１４５が回転可能に配置さ
れてなる。この弁体１４５は、前後方向に沿って配置された回転軸１４７に固定されてい
る。そして、弁体１４５を開閉操作するレバー（不図示）により回転軸１４７の回転に伴
って弁体１４５も回転して、弁体１４５の板面を垂直な方向に配置するか（図１０）、あ
るいは水平な方向に配置するかにより、バタフライ式補修弁１３９の開閉が可能とされる
。
【００７５】
　バタフライ式補修弁１３９は、ボール式補修弁１１７と同様に、その弁箱１４１の上下
両端部にそれぞれ、フランジ１４９，１５１が形成されている。下側のフランジ１５１は
、縦管１１５の上端部のフランジ１３３に接続される。一方、上側のフランジ１４９は、
本実施例の挿入具の設置前は、消火栓（不図示）に接続されている。
【００７６】
　このようなバタフライ式補修弁１３９に取り付けられる本実施例の挿入具は、アダプタ
８５に第二アダプタ１５３が装着されている。第二アダプタ１５３は、円筒形状とされ、
その下端部には偏心してフランジ１５５が設けられている。つまり、第二アダプタ１５３
は、その円筒状部に対して、中心軸がずれたフランジ１５５が設けられている。
【００７７】
　第二アダプタ１５３は、その上端部がアダプタ８５の下側のネジ穴８９にねじ込まれて
、アダプタ８５に固定される。この際、アダプタ８５の下側のネジ穴８９には円環状のパ
ッキン１５７が配置されている。このように、アダプタ８５に第二アダプタ１５３が固定
された状態では、取付部材４９と第二アダプタ１５３のフランジ１５５も偏心している。
【００７８】
　本実施例の挿入具をバタフライ式補修弁１３９に取り付ける場合、バタフライ式補修弁
１３９を閉じて消火栓（不図示）を取り外し、バタフライ式補修弁１３９に挿入具を載せ
置く。そして、バタフライ式補修弁１３９の弁箱１４１の上側のフランジ１４９と、第二
アダプタ１５３のフランジ１５５とをボルト・ナット１５９で固定すればよい。
　このように、バタフライ式補修弁１３９に挿入具を固定した状態で、バタフライ式補修
弁１３９を開き、上記と同様に、挿入具本体４５と内視鏡４１を下方へ押し込んでいくこ
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とで、配水管１内へ内視鏡４１を送り込むことができる。
【００７９】
　本実施例では、取付部材４９と第二アダプタ１５３のフランジ１５５が偏心しているこ
とで、挿入具本体４５とバタフライ式補修弁１３９の管路１４３も偏心しており、取付部
材４９に差し込まれた挿入具本体４５は、バタフライ式補修弁１３９の管路１４３の中心
からずれた位置を通過する。これにより、バタフライ式補修弁１３９の弁体１４５や回転
軸１４７に阻止されることなく、配水管１内へ内視鏡４１を送りこむことが可能となる。
【００８０】
　なお、本実施例では、アダプタ８５に第二アダプタ１５３を設けて、取付部材４９とバ
タフライ式補修弁１３９の管路１４３とを偏心させることで、挿入具本体４５をバタフラ
イ式補修弁１３９の管路１４３に偏心して挿入したが、挿入具本体４５を管路１４３や縦
管１１５に偏心して挿入する手段や構成は特に問わない。たとえば、第二アダプタ１５３
を用いずにアダプタ８５にフランジを形成し、このフランジと取付部材４９とを偏心させ
ることで、挿入具本体４５をバタフライ式補修弁１３９の管路１４３に偏心して挿入して
もよい。
　また、取付部材４９の下端部にフランジを偏心して形成し、取付部材４９を直接バタフ
ライ式補修弁１３９に接続することで、挿入具本体４５をバタフライ式補修弁１３９の管
路１４３に偏心して挿入してもよい。
　さらに、挿入具本体４５が、バタフライ式補修弁１３９の管路１４３に偏心して挿入さ
れるように、挿入具本体４５を取付部材４９に偏心して挿入するようにしてもよい。
【００８１】
　ところで、上述したボール式補修弁１１７が接続される配水管１の縦管１１５が、うず
巻式フランジ付きＴ字管の縦管部により構成されることがある。
　図１１は、本実施例の挿入具によりうず巻式フランジ付きＴ字管に接続されたボール式
補修弁から内視鏡を配水管内へ送り込んでいる状態を示す図であり、内視鏡のケーブルを
少し引き上げて案内部材が傾斜した状態を示す図である。
　図１２は、図１１の状態から挿入具本体をさらに下方へ押し込み、挿入具本体が配水管
の管底に到達した状態を示す図である。そして、図１３は、図１２における右側断面図で
ある。
【００８２】
　うず巻式フランジ付きＴ字管１６１は、配水管１の中途に接続される横管部１６３と、
この横管部１６３の中途から上方へ延出する縦管部１６５とを有し、横管部１６３と縦管
部１６５とは円弧状の管路１６７により連通している。縦管部１６５の上端部にはフラン
ジ１６９が設けられている。そして、このうず巻式フランジ付きＴ字管１６１の縦管部１
６５にボール式補修弁１１７を介して消火栓（不図示）が接続される。なお、図示例では
、うず巻式フランジ付きＴ字管１６１の縦管部１６５とボール式補修弁１１７との間に短
管１７１が接続されている。
【００８３】
　うず巻式フランジ付きＴ字管１６１の横管部１６３には、縦管部１６５の下方位置に、
円弧状管路１６７と連続する凹部１７３が形成されている。
　また、Ｔ字管１６１には、縦管部１６５と横管部１６３とを連通させる小径の空気抜き
用穴１７５が上下方向に沿って形成されており、この空気抜き用穴１７５は、前記凹部１
７３の中心のほぼ真上に位置している。
【００８４】
　本実施例の挿入具を使用して、うず巻式フランジ付きＴ字管１６１に接続されたボール
式補修弁１１７から配水管１内へ内視鏡４１を送り込む場合、上記と同様に、取付部材４
９をアダプタ８５を介してボール式補修弁１１７に固定した状態で、ボール式補修弁１１
７を開き、内視鏡本体５１を先行させながら挿入具本体４５と内視鏡４１のケーブル４３
を取付部材４９に対して下方へ押し込んでいく。
【００８５】



(13) JP 2008-220462 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

　これにより、挿入具本体４５および内視鏡本体５１が、ボール式補修弁１１７のボール
１２３を介して下方へ移動し、うず巻式フランジ付きＴ字管１６１の空気抜き用穴１７５
に差し込まれて、横管部（配水管）１６３内に挿入される。そして、モニタにより内視鏡
本体５１が管底に近づいたことを確認したら、上記と同様にケーブル４３を少し引き上げ
て、図１１に示すように、案内部材４７を傾斜させる。なお、図示例では、内視鏡本体５
１を配水管１の下流側へ送り込む場合を示している。
【００８６】
　ここで、本実施例の挿入具がうず巻式フランジ付きＴ字管１６１に接続されたボール式
補修弁１１７に取り付けられて使用される場合、上述した各使用例の場合に比べて案内部
材４７が若干長く形成されている。
　具体的には、上述したように、内視鏡４１を配水管１内へ挿入する際、ケーブル４３を
少し引き上げて案内部材４７を傾斜させるが、この傾斜させた状態において案内部材４７
の下端部７１ｄ，７５ｄが横管部１６３の凹部１７３から下流側へ延出する長さに形成さ
れている。
　つまり、案内部材４７を傾斜させた状態（図１１の状態）において、案内部材４７の下
端部７１ｄ，７５ｄと挿入具本体４５との距離ａが、挿入具本体４５と凹部１７３の端部
（横管部１６３の軸方向の端部）との距離ｂより長くなるように案内部材４７が設けられ
ている。より詳細には、図示例では、案内部材４７を傾斜させた状態（図１１の状態）に
おいて、案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄと挿入具本体４５との距離ａが、凹部１７
３の中心と端部との距離（横管部１６３の軸方向に沿った距離）ｂより長くなるように案
内部材４７が設けられている。また、これに伴って、挿入具本体４５も案内部材４７がピ
ン７９により接続された箇所より下側部分が長く形成されている。
【００８７】
　図１１に示すように、案内部材４７を傾斜させた状態で、再び挿入具本体４５および内
視鏡４１を下方へ押し込んでいくことで、案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄが管底に
接触する。この際、案内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄは、Ｔ字管１６１の凹部１７３
より下流側で管底に接触する。
　そして、さらに挿入具本体４５および内視鏡４１を押し込んでいくと、案内部材４７が
回動して展開し、図１２に示すように、挿入具本体４５の下端部が凹部１７３の管底に到
達する。この状態で、ケーブル４３を押し込んでいくことで、内視鏡本体５１を送り込む
ことができる。
【００８８】
　本実施例の挿入具は、コンパクトな構成により、うず巻式フランジ付きＴ字管１６１の
小径の空気抜き用穴１７５から内視鏡を挿入して配水管内へ送り込むことができる。また
、本実施例では、ケーブルを少し引き上げて案内部材４７を傾斜させた状態において、案
内部材４７の下端部７１ｄ，７５ｄがうず巻式フランジ付きＴ字管１６１の凹部１７３か
ら延出する長さとすることで、挿入具本体４５が横管部１６３の凹部１７３に到達した際
に、案内部材４７が凹部１７３内に入り込むのを防止することができる。
【００８９】
　このように、本実施例の挿入具は、アダプタ８５や取付部材４９の下端部を変更するこ
とで、各縦管部に取り付けることが可能であり、同様に、スライド式補修弁や町ノ式口金
を有した消火栓などにも取り付けることが可能である。
【００９０】
　本発明の挿入具は、上記実施例の構成に限らず、適宜変更可能である。
　たとえば、上記実施例では、取付部材をアダプタを介してサドル分水栓などに取り付け
たが、取付部材を直接サドル分水栓などに取り付けるようにしても構わない。
　また、水密状態や気密状態を維持する必要がない場合などには、取付部材を用いず、挿
入具本体を手で把持して管内へ送り込むようにしてもよい。
【００９１】
　また、上記実施例では、本発明の挿入具を用いて内視鏡により配水管内の状況を確認す
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る場合について説明したが、水道管以外でも可能である。たとえば、ガス管などの気体が
通される管内調査も可能である。
　さらに、上記実施例では、本発明の挿入具を用いて内視鏡を管内へ送り込む場合につい
て説明したが、内視鏡に換えて、本発明の挿入具により音波検出器、防水マイクや各種セ
ンサなどのケーブル付き調査機器を同様に管内へ送り込むことが可能である。つまり、内
視鏡本体に換えて各種センサなどの本体を上記実施例と同様に管内へ送り込むことが可能
となる。また、調査機器には採水器も含まれ、本発明の挿入具により管内へ同様に送り込
むことが可能である。なお、採水器は、ケーブルが中空のホース状とされ、その採水器本
体から採取された水がケーブル内を通されて外部へ排出される。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】配水管にサドル分水栓が取り付けられた状態を示す図であり、（ａ）は正面図、
（ｂ）は左側断面図である。
【図２】本発明の管内調査機器挿入具の一実施例を示す正面視縦断面図であり、サドル分
水栓に取り付けられる状態を示す図である。
【図３】図２の管内調査機器挿入具の挿入具本体の下端部を示す斜視図であり、（ａ）は
案内部材が垂下した状態を示す図、（ｂ）は案内部材が展開した状態を示す図である。
【図４】図２の管内調査機器挿入具の挿入具本体の下端部を示す正面図である。
【図５】図４の断面図である。
【図６】図２の管内調査機器挿入具がサドル分水栓に取り付けられ、挿入具本体が若干押
し込まれた状態を示す正面視縦断面図である。
【図７】図６の状態から挿入具本体を下方へ押し込み、内視鏡のケーブルを少し引き上げ
て案内部材が傾斜した状態を示す図である。
【図８】図７の状態から挿入具本体をさらに下方へ押し込み、挿入具本体が配水管の管底
に到達した状態を示す図である。
【図９】本発明の管内調査機器挿入具により内視鏡をボール式補修弁から配水管内へ送り
込んでいる状態を示す図である。
【図１０】本発明の管内調査機器挿入具により内視鏡をバタフライ式補修弁から配水管内
へ送り込んでいる状態を示す図である。
【図１１】本発明の管内調査機器挿入具によりうず巻式フランジ付きＴ字管に接続された
ボール式補修弁から内視鏡を配水管内へ送り込んでいる状態を示す図であり、内視鏡のケ
ーブルを少し引き上げて案内部材が傾斜した状態を示す図である。
【図１２】図１１の状態から挿入具本体をさらに下方へ押し込み、挿入具本体が配水管の
管底に到達した状態を示す図である。
【図１３】図１２における右側断面図である。
【符号の説明】
【００９３】
　　１　配水管
　　３　サドル分水栓
　　７　分水栓本体
　４１　内視鏡
　４３　ケーブル
　４５　挿入具本体
　４７　案内部材
　４９　取付部材
　５１　内視鏡本体
　６１　パッキン
　６９　切欠き部
　７７　コ字状溝
　７９　ピン（支軸）
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　８１　溝
　８５　アダプタ
　１０３　パッキン
　１１５　縦管
　１１７　ボール式補修弁
　１３９　バタフライ式補修弁
　１５３　第二アダプタ

【図１】 【図２】
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